
日高村地域再エネ導入戦略策定支援業務委託提案公募要領 

 

１ 目的 

日高村では、２０５０年までにゼロ・カーボン実現を目標として取り組むこととしていますが、

その実現のためには再生可能エネルギーの拡充が課題となっています。 

 そのため、長期目標としての２０５０年を見据えて、近隣自治体、自治体新電力、村内外の

企業と連携しながら住宅・公共施設における太陽光発電、営農型太陽光発電、農業残渣活

用、木質バイオマス利用等の導入を目指し、省エネ、森林吸収源対策等も同時に推進しつ

つ、地域における再生可能エネルギーポテンシャル及び将来のエネルギー消費量などを踏

まえた導入目標や、目標を実現するための具体的施策等を検討することを目的として、効果

的な支援を委託により行うこととします。 

 委託事業者の選定に当たっては、事業者の提案内容や能力等を総合的に判断し、本業

務に最も適した事業者を選定するため、提案公募を実施します。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

日高村地域再エネ導入戦略策定支援業務  

（２）業務内容 

別添１「日高村地域再エネ導入戦略策定支援業務委託仕様書」のとおり  

（３）履行期間 

契約日から令和４年３月１５日（火）まで  

（４）提案上限額 

９，９９９，０００円（消費税及び地方消費税を含む）  

※ この金額は、見積時の予定価格ではなく提案内容の規模を示すためのものです。  

※ 最終的な実施内容、契約金額については、本村と調整した上で決定します。  

  

３ 参加資格 

次の要件を全て満たす法人であることを条件とします。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。   

（２）破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の

申立て（同法附則第３条に規定する申立てを含む。）、会社更生法（平成１４年法律第

１５４号）第１７条の規定による更正手続開始の申立て（同法附則第２条に規定する申



立てを含む。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生

手続開始の申立てがなされていないこと。  

（３）参加表明書の提出の時点において、国、都道府県及び市町村税の滞納がないこと。 

（４）過去５年以内における地方公共団体が発注する地球温暖化対策関連計画又は環境

政策・施策に関する計画の策定、若しくは改定業務について、地方公共団体から直

接受託し、かつその委託業務を履行し、成果物を納品した実績を有していること。  

  

４ スケジュール 

① 募集の開始  令和３年７月１９日 （月）  

② 参加表明書等の提出期限  

令和３年８月２日（月） 午後５時まで  

 ※ 持参又は郵送（一般書留、簡易書留等記録の残る方法に限る。）  

③ 質問票受付期限  

令和３年８月２日（月） 正午まで  

④ 企画提案書等の提出期限  

令和３年８月１２日（木） 午後５時まで  

⑤ ヒアリング  

令和３年８月中旬（予定）  

⑥ 選定結果通知  

令和３年８月中（予定）   

⑦ 事業者決定・契約締結  

令和３年８月中（予定） ※契約日は補助事業交付決定日以降となります。  

  

５ 参加表明書の提出 

本要領に基づく提案書の提出を希望する者は、次に掲げる参加表明書及びその添付

書類を提出してください。なお、提出された書類等は返却しません。  

（１）提出書類 

ア 参加表明書（様式第１号）  

イ 会社概要（任意様式、会社案内パンフレット等で可） 

ウ 業務実績書（様式第２号）  

エ 国、都道府県及び市町村税の滞納がないことが証明できるもの（滞納がない旨

の証明書又は納税証明書の写し。ただし、参加表明書提出日以前１か月以内に

発行されたものに限る。）  



（２）提出部数  各１部   

（３）提出方法及び提出先 

ア 提出方法  

 持参又は郵送  

〇 持参の場合：土曜、日曜及び祝日等の閉庁日を除く午前９時～午後５時 

〇 郵送の場合：一般書留、簡易書留等、記録の残る方法に限ります。  

イ 提出先  

〒７８１－２１９４ 高知県高岡郡日高村本郷６１番地１ 日高村役場産業環境課 

（４）提出期限  令和３年８月２日（月） 午後５時まで  

（５）提案者の選定  

企画提案の参加資格の有無を、令和３年８月３日（火）までに電子メール及び 

普通郵便で通知します。なお、通知を受けなかった場合、企画提案書の提出はでき 

ません。  

（６）参加表明後の辞退  

参加表明等を提出した後に参加を辞退する場合は、辞退届（様式第６号）を提出し

てください。  

  

６ 質問の受付及び回答  

質問がある場合は、令和３年８月２日（月）正午までに、質問書（様式第３号） に質問事項

等を記載の上、電子メール（sangyou@vill.hidaka.lg.jp）で提出すること。電話及び口頭による

質問・問合せには対応しません。  

回答は、質問書の受付終了後、質問者に随時回答するとともに、村ホームページで公開

します。また、当該回答文書は、募集要項に対して追加又は修正したものとみなします。な

お、他の応募者からの応募状況などの質問は受け付けません。  

  

７ 企画提案書等の提出  

（１）提案内容  

ア 令和２年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（再エネの最大限の導入

の計画づくり及び地域人材の育成を通じた持続可能でレジリエントな地域社会実

現支援事業）公募要領を熟読し、補助金の目的に合った提案を記載してくださ

い。   

イ 仕様書の内容について、別添１「日高村地域再エネ導入戦略策定支援業務委

託仕様書」及び別添７「日高村地域再エネ導入戦略策定支援業務に係る事業者選



定基準」を参照の上、実施や分析に当たっての考え方や手法等を提案してくださ

い。  

（２）提出書類  

     提出期限までに次の書類を提出すること。なお、提出された書類等は返却しません。  

ア 企画提案書（任意様式） 

イ 見積書（様式第４号）  

ウ 提案価格内訳書（様式第５号）  

エ 再委託に関する承認申請書 ※本村で必要と判断した場合のみお渡しします。  

（３）提出部数上記アのみ１０部、それ以外は１部提出すること。また、上記アのみ別途、電

子データ（ＣＤ－Ｒ）で提出してください。  

（４）提出方法及び提出先  

ア 提出方法  日高村役場産業環境課に持参又は郵送 

〇 持参の場合：土曜、日曜及び祝日等の閉庁日を除く午前９時～午後５時 

〇 郵送の場合：一般書留、簡易書留等、配達の記録の残る方法での送付に限

ります。なお、締切を過ぎて到着したものは失格とします。  

イ 提出先  

〒７８１－２１９４ 高知県高岡郡日高村本郷６１番地１ 日高村役場産業環境課 

（５）提出期限  令和３年８月１２日（木） 午後５時まで  

（６）企画提案書の書式等 

ア 用紙サイズは、Ａ４判で作成すること。  

イ 文字サイズは、10.5 ポイント以上で作成すること。  

ウ 使用言語、通貨及び単位は、日本語及び日本国通貨を使用すること。  

エ 仕様書「４ 業務の内容」に記載の全てについて記載すること。業務内容の項目

ごとに、具体的な作業内容を明記すること。  

オ 記載事項の順序は、仕様書「４ 業務の内容」に記載の項目の順序とする。  

カ 両面印刷で１５枚以内（表紙、目次はページ数に含めない）とすること。印刷の色

は、カラー、白黒を問わない。  

キ 記号・略称等を使用する場合、初出の箇所に記号・略称等の説明を記述するこ

と。  

※ 審査者が、記号・略称等が意味することを十分に理解できない場合は、書類

審査の結果に影響がでる可能性があります。  

ク 業務執行体制や全体の作業フロー、具体的な業務スケジュールについても、併

せて記載すること。  



ケ 提案上限額の範囲内で、業務の内容以外の本業務の目的に照らして有効な提

案を盛り込むことは差し支えない。  

（７）見積書  

ア 様式は、見積書（様式第４号）及び提案価格内訳書（様式第５号）を用いて記載し

てください。提案価格内訳書（様式第５号）には、具体的な項目や数量、金額等が

分かるように記載してください。  

イ 提出部数 各１部  

ウ 見積書についての留意事項  

ⅰ 見積年月日、件名及び見積金額を正確に記入してください。見積記載金額は、

提案上限額を超えないこと。  

ⅱ 金額の訂正は認めません。  

ⅲ 消費税及び地方消費税を含めた金額を記入してください。  

（８）再委託に関する承認申請書（本村が必要と認めた場合のみ）本委託業務の一部を再

委託する場合については、本村の事前承認が必要です。 

再委託を行う場合には、提案書提出時に、再委託に関する承認申請書を提出して

ください。  

  

８ ヒアリングの実施 

提案書記載内容について、次のとおりヒアリングを実施します。  

ただし、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、Ｗｅｂ会議システムを使用した

ヒアリングとします。  

（１）ヒアリングの出席者は原則管理責任者及び業務責任者とし、３名までとします。  

（２）ヒアリング所要時間としては、１事業者当たり３０分程度の予定です。  

（３）ヒアリングの日程等、詳細は、参加表明事業者に別途連絡します。  

  

９ 事業者の選定  

別添７「日高村地域再エネ導入戦略策定支援業務に係る事業者選定基準」に沿って審

査、採点し、提案評価第１位通過者を選定します。審査は非公開とします。  

選定終了後、選定結果を全ての企画提案者に文書で通知します。  

提案評価第１位通過者に選定された事業者との契約締結交渉の結果、合意に至らな

かった場合又は前記「３参加資格」の要件を満たさなくなったとき、若しくは不正と認めら

れる行為をしたことが判明した場合は、提案評価第２位に選定された事業者と交渉を行い

ます。  

 



１０ 業務委託契約  

（１） 委託内容   

詳細については、契約締結交渉の際に仕様等の調整を行い、確定します。  

（２） 契約方法    随意契約  

（３） 契約保証金   

要する。ただし、日高村契約規則第３６条各号のいずれかに該当する場合は、免除

とします。  

（４） 委託料の支払い条件   

完了払いとし、本業務の完了検査後、請求に基づき支払います。  

  

11 参加者の失格 

次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

（１） 前記「３参加資格者」の応募資格要件を満たさなくなった場合  

（２） 提出書類に虚偽の記載があった場合  

（３） 審査の公平性を害する行為があった場合  

（４）見積書の見積額（税込価格）が前記「２業務概要（４）」の提案上限額を超えている場  

   合 

 

１２ 提案公募の中止等 

本村がやむを得ない理由等により提案公募を実施することができないと認めるときは、

提案公募の実施を中止又は取り消すことができます。  

 

１３ 不当要求行為の排除対策  

本村では、受託者（村との契約の相手方）が暴力団等から不当要求行為を受けた場合

や当該不当要求行為による被害を受けた場合の、村への報告と所轄警察署への届出等

を契約書において受託者の遵守事項として定め、村が発注する物品の買入れ等（物品の

買入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為をいう。）からの暴力団等の排除対

策の強化を進めています。  

 

 １４ 適正な労働条件の確保  

業務の遂行に当たっては、労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規を遵守し、

適正な労働条件の確保に努めること。  

 



１５ その他留意事項  

（１）本提案公募に参加する一切の費用は、全て参加者の負担とします。  

（２）提出書類等は返却しません。  

（３）書類提出後の提案等の修正又は変更、追加は一切認めません。  

（４）選定業者が契約までに「３ 参加資格」を満たさなくなった場合は、失格とし、契約を

締結しないこととします。  

（５）この要項に定めのない事項又は疑義が生じたときは、別途協議するものとします。  

  

１６ 周知事項  

（１）売買、貸借、請負その他の契約を村との間で締結し、当該契約に係る業務、事務

等の履行中において、法令等に違反する事実が生じ、又は生じるおそれがあると思わ

れるときは、日高村における外部の労働者等からの通報等への対応手順に関する要綱

により通報することができます（同要綱における通報方法：電子メール又は書面を通報・

相談窓口（総務課）に提出（原則として提出者の氏名を明らかにする必要がありま

す。））  

（２）このプロポーザル審査に関する情報開示請求があった場合は、日高村情報公開条

例に基づいて行います。 


